
令和３年度市民参加手続の実施状況

番号対象事業等の名称 所管課等

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

広報紙への掲載 （2月1日）
ホームページへの掲
載

資料の貸出 行政資料室

市twitter

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載

事業内容等

上位計画・条例 災害対策基本法 千葉県地域防災計画

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

審議会等手続（第5
号）

広報紙への掲載 （　1月15日）
ホームページへの掲
載

資料の貸出 行政資料室 その他
（公共施設での閲
覧・貸出）

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

広報紙への掲載 （12月1日）
ホームページへの掲
載

町内回覧 資料の貸出 行政資料室 その他 （　　　　　　　）

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

十分に達成できた

パブリックコメントについても意見の提出があり、一部を方針に反映できた。

パブリックコメント　　　令和４年２月１７日から３月２日
パブリックコメント　　　提出数３７件　提出者１０人

1
印西市ＤＸ推進方
針

DX推進課

近年の急速なデジタル技術の社会実装（スマートフォンの普及、AI・RPAの技術進歩、ネットワークの高速
化・大容量化等）によって、これまでは市役所の所管ごとに手掛けていた情報化への取り組みを、分野横断的
にさまざまな部門が連携しなければ、課題解決が困難な状況になっています。
　そのため、従来の計画体系を改め、他自治体や国・県、民間事業者等と連携を図った、市役所全体のデジタ
ル化を総合的に進めていくための指針として、ここに「印西市DX（ディーエックス）推進方針」を定めるもの
です。

周知・募集の方法

３７件の意見をいただき、うち５件については意見を反映し案を一部修正した。

工夫したこと

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

十分に効果があった。

工夫したこと

十分に達成できた

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

広報誌への掲載、ホームページへの掲載、行政資料室

工夫したこと

十分に効果があった

概要版において、章ごとに主な修正点をまとめるなど、見やすいレイアウトとした。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

十分に達成できた

貴重なご意見により、計画（案）を修正できた。

概要版において、章ごとに主な修正点をまとめるなど、見やすいレイアウトとした。

貴重なご意見により、計画（案）を修正できた。

3
印西市国土強靭化
計画の策定

防災課

大規模災害が発生しても被害を最小化し、機能不全に陥らない、迅速な復旧・復興が可能な市をつくりあげる
ことを目的とし、「防災」の範囲を超え、様々な分野から総合的な施策を平時より行っていくため策定するも
の

周知・募集の方法

市民意見公募手続　令和3年12月10日～令和3年12月23日
提出数１２件、提出者3人

案を修正するもの（1件）、案には反映できないが今後の参考とするもの（3件）、案には反映できないが意見
として伺ったもの（8件）

市民参加手続の種別等

2
印西市地域防災計
画の改訂

防災課

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、地域並びに市民の生命、身体及び財産を災
害から保護するため、地域に係る災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧等に関し、市及び関係機関が処理
すべき事務または業務を定め、防災活動の総合的かつ効果的な実施を図ることを目的として策定するもの

周知・募集の方法

市民意見公募手続　令和4年1月28日～令和4年2月15日
提出数１6件、提出者3人

審議会（印西市防災会議）　3回（書面開
催）
出席者延べ95名、傍聴者0名

１６件の意見をいただき、うち２件については意見を反映し案を一部修正した。14件については案には反映で
きないが意見として伺った。

広報誌への掲載、ホームページへの掲載、行政資料室



番号対象事業等の名称 所管課等 市民参加手続の種別等

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

広報紙への掲載 （4月15日）
ホームページへの掲
載

資料の貸出 行政資料室

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
審議会等手続（第5
号）

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 その他（非公開）

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別 市民意向調査手続
市民意見公募手続
（第3号）

審議会等手続（第5
号）

広報紙への掲載 （2月1日）
ホームページへの掲
載

資料の貸出 行政資料室

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載 行政資料室

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

課題はあるが、達成できた

一名６件の意見を頂いたことより、市民の関心が伺われた。

4
印西市公共施設長
寿命化計画

資産経営課

「印西市公共施設長寿命化計画」は、「印西市公共施設適正配置実施方針」にて当面継続とした施設（学校教
育系施設などを除く。）について、中長期的な維持管理費などの全体像を把握するとともに、建物の管理を計
画的な予防保全に転換することにより、安全性や機能性を確保しながら、建物の長期利用及び中長期的な更新
費用等の抑制を図ることを目的に策定するもの。

印西市公共施設等総合管理計画

周知・募集の方法

６件の意見をいただき、うち２件については今後の参考とした。

工夫したこと
パブリックコメントについては特段工夫等は行わなかった。

（意見を反映できた状況など）
市民意見公募手続については、４名１８件の意見を頂戴し、一定程度達成できたと考える。他方市民意向調査
手続については、市民活動団体からの回答率が低く、今後市民活動団体に対してアンケートを行う場合は周知
等の方法について再度検討が必要と考える。

市民意向調査手続　2,000人中1,010人及び335団体中173団体
市民意見公募手続　令和4年2月2日～令和4年2月15日
提出数　18件　　提出者4人

審議会3回　出席者延べ57名　傍聴者延べ5
名

（周知・募集の方法に掲載したもの以外など）
市民意見公募手続について、他課も同時期に実施することとなったため、パブリックコメント箱を一つにまとめ、市民
に対してわかりやすい設置に努めた。市民意向調査手続きについては、Ｗｅｂ回答も導入し、回答しやすい環境に努め
た。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

課題はあるが、達成できた

6
印西市地域コミュ
ニティ基本方針の
策定

市民活動推進課

　印西市の、将来の地域のあるべき姿を示し、市民・事業所・ＮＰＯ・行政など様々な主体が、コミュニティ
の醸成という共通の目標に向かって自発的に取り組むことができるよう、基本方針を策定する。

効果は感じられた

周知・募集の方法

修正５件、既記載２件、参考２件、その他９件の取扱いと

工夫したこと

工夫したこと

十分に効果があった

（周知・募集の方法に掲載したもの以外など）
民間事業者の提案内容の評価に当たっては、建築、官民連携手法、金融等の各分野の専門的な知識を要するこ
とから、委員会の委員構成については、各分野に精通し、かつ、十分な実績のある委員を選任した。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

十分に達成できた

意見を反映できた状況など）
募集要項等の作成及び事業者の提案審査に当たり、建築、官民連携手法、金融面等の多方面から貴重な意見を
いただき、これに反映することができた。

5

（仮称）千葉
ニュータウン中央
駅圏複合施設整備
事業事業者選定業
務

資産経営課

本施設の整備等を行う民間事業者の選定を行うもの。なお、本事業は、令和２年３月に策定した（仮称）千葉
ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画に基づき、民間事業者が設計、建築、維持管理及び運営を包括的
に行うＰＦＩ方式等により実施するものである。

（仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画

パブリックコメント　令和３年４月１５日～令和３年４月３０日
パブリックコメント　提出数６件　提出者１名

周知・募集の方法

審議会　3回　出席者14名（非公開）



番号対象事業等の名称 所管課等 市民参加手続の種別等

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

広報紙への掲載 （7月1日）
ホームページへの掲
載

ポスター等の掲示 資料の貸出

行政資料室

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載 行政資料室

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

広報紙への掲載 （3月1日）
ホームページへの掲
載

ポスター等の掲示 資料の貸出

行政資料室

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載 行政資料室

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第３号）

市民会議手続
（第４号）

審議会等手続（第5
号）

広報誌の掲載 （12月1５日）
ホームページへの掲
載

資料の貸出 行政資料室

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表

工夫したこと

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

8
印西市自転車の安
全・安心利用に関
する条例

市民活動推進課

平成２５年４月に施行された「印西市自転車の安全・安心利用に関する条例」において、自転車利用者等に対
し自転車損害賠償保険等への加入を努力義務としているところ、この度千葉県において、自転車損害賠償保険
等への加入が義務化されることから、市においても同様に義務化を進めており、条例の一部改正案の内容につ
いて、市民から意見を募集するものである。

周知・募集の方法

２件の意見を頂いただき、参考１件、無効２件の取扱いとした。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

7
第11次印西市交通
安全計画の策定

市民活動推進課

交通安全対策基本法の定めるところにより、県の策定する計画に基づき、交通安全対策全般にわたる総合的な
施策の展開を図るため、５年ごとに交通安全計画を策定する。

周知・募集の方法

パブリックコメント　令和３年７月１日～７月１５日
パブリックコメント　提出数１件　提出者１名

印西市交通安全対策会議
２回開催（うち１回は書面開催）

意見については無効とした。

工夫したこと

工夫したこと

効果は感じられた

・パブリックコメント時に、各公共施設・行政資料コーナーに貸出用資料を設置した。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

十分に達成できた

・パブリックコメントについては、提出意見の一部を計画に反映できた。
・審議会については、専門的、多角的な意見を聴取することが出来た。
・市民会議については、出席委員より多くの意見が寄せられ、一部計画に反映できた。

9
印西市環境基本計
画の策定

環境保全課

印西市環境基本条例に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的として策
定するもの。

環境基本条例

周知・募集の方法

パブリックコメント
令和３年１２月１５日～令和４年１月５日
提出数４８件　　提出者９人

審議会（印西市環境審議会）4回　出席者28名　傍聴者8名
市民会議（印西市環境推進市民・事業者合同会議）5回　出席者
77名　傍聴者数2名

４８件の意見をいただき、うち１３件については意見を反映し案を一部修正した。

ホームページへの掲載

パブリックコメント　令和４年３月１日～３月１５日
パブリックコメント　提出数３件　提出者２人



番号対象事業等の名称 所管課等 市民参加手続の種別等

事業内容等

上位計画・条例 スポーツ基本計画

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

審議会等手続（第5
号）

ホームページへの掲
載

ポスター等の掲示

資料の貸出 行政資料室 その他 （チラシ）

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載 行政資料室

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意向調査手続
（第1号）

市民意見公募手続
（第3号）

ホームページへの掲
載

資料の貸出 行政資料室 その他 （支所等で閲覧）

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

審議会等手続（第5
号）

広報紙への掲載 （2月1日）
ホームページへの掲
載

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

課題はあるが、達成できた

（意見を反映できた状況など）
審議会については市民代表や有識者より多角的な意見を聴取することができた。

周知・募集の方法

パブリックコメント　　　令和４年２月２日～２月１５日
審議会（公共下水道事業運営審議会）　２
回　出席者16名

パブリックコメント　　　提出数０件　　提出者０人

工夫したこと

12
下水道事業経営戦
略策定

下水道課

　将来にわたり安定的に事業を継続するための中長期的な経営の基本計画として、経営基盤強化と財政マネジ
メント向上の柱とするため、策定するよう総務省より求められており、人口推計の反映やストックマネジメン
ト等の取組の充実により、中長期の収支見通し等の精緻化を図るため策定するもの

広報誌への掲載（12月25日）

広報紙への掲載（2月1日）
周知・募集の方法

特になし

工夫したこと

千葉県体育・スポーツ推進計画

工夫したこと

効果は感じられた

（周知・募集の方法に掲載したもの以外など）
アンケートは回答しやすいように選択方式で実施した。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

十分に達成できた

（意見を反映できた状況など）
配付した半数の回答を得られた。

11
印西市住生活基本
計画

建築指導課

　平成２３年度に策定した印西市住生活基本計画は、令和３年度が計画の最終年度となることから、国及び県
の住生活基本計画と整合を図り、印西市総合計画を上位計画としたまちづくり、福祉、環境などの関連計画と
連携した住宅施策を推進するために改定するもの。

住生活基本法、住生活基本計画（全国計画）、千葉県住生活基本
計画

十分に達成できた

（意見を反映できた状況など）
審議会については、学識経験者を委員としているため専門的、多角的な意見を聴取することができた。

市民意向調査手続　令和3年6月25日～令和3年7月25日
市民意見公募手続　令和4年2月2日～令和4年2月15日

市民意向調査手続　配布数1,000票　回答
505票
市民意見公募手続　意見なし

アンケート調査結果を集計して計画にまとめた

10 スポーツ推進基本
計画

スポーツ推進課

「印西市スポーツ推進基本計画」は、「スポーツ基本法」第10条「地方スポーツ推進計画」に該当するものとして、ス
ポーツ基本法の理念に則り、国のスポーツ政策の基本的方向を示す指針である「スポーツ基本計画」を踏まえると共に
県のスポーツに関する計画、市の「総合計画」など関連する各計画や施策と整合を図り、市のスポーツ推進および健康
増進を図るための計画の策定を行う。

周知・募集の方法

市民意見公募手続　令和3年12月15日～令和4年1月5日
提出数0件、提出者0人

審議会（スポーツ推進審議会）　3回（う
ち1回　書面開催）　出席者22名（うち書

面開催8名）

効果は感じられた

（周知・募集の方法に掲載したもの以外など）
パブリックコメント実施時に、基本計画策定の趣旨と実施要領の要点をまとめた掲示物を作成し、多くの市民
から意見をいただけるように工夫した。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)



番号対象事業等の名称 所管課等 市民参加手続の種別等

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別 市民意見公募手続（第3号）

ホームページへの掲
載

資料の貸出

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 行政資料室

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

審議会等手続（第5
号）

広報紙への掲載 （12月1日）
ホームページへの掲
載

資料の貸出 行政資料室

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載 行政資料室

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

審議会等手続（第5
号）

広報紙への掲載 （２月１日） ポスター等の掲示

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表
ホームページへの掲
載

行政資料室

パプリックコメント　　　令和４年２月２日　～　令和４年２月
１５日
パプリックコメント　　　提出数　０件

印西市立図書館協議会

達成できなかった

　計画策定に際しては、知識経験を有する委員や市民公募委員から専門的、多角的な意見を計画に反映させる
ことができたが、パブリックコメントへの意見の提出がなく、市民参加の達成状況としては十分ではなかっ
た。

周知・募集の方法

14
第２期印西市教育
振興基本計画の策
定

教育総務課

教育基本法の規定に基づき、市の教育の振興のための施策に関する基本的な計画を策定する。

印西市教育大綱

パブリックコメント　　　令和３年１２月３日～和３年１２月１
６日

効果は感じられた

　計画策定に関する会議資料や会議録を行政資料室等を通じて適宜行い、パブリックコメントに際しての閲覧資料の貸
出など一般的な事務対応と同時に計画策定委員に公募による委員を２名選任し、市民の意見を反映するよう努めた。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

課題はあるが、達成できた

審議会（印西市教育振興基本計画策定委員
会）　4回　出席者38名

パブリックコメント　　　提出数0件　　提出者0人

工夫したこと

審議会（水道事業運営審議会）　２回　出
席者19名

パブリックコメント　　　提出数０件　　提出者０人

工夫したこと

周知・募集の方法

パブリックコメント　　　令和４年２月２日～２月１５日

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

市民意見公募が０件であった。

13
印西市水道事業経
営戦略

水道課

「印西市水道事業経営戦略」は水道事業経営の指針として策定しており、令和３年度で５年目を迎えるため、
検証・計画の見直し、及び更新作業を行うもの

水道ビジョン

※通常の審議会等手続は含んでいません。

※条例第6条第1号 市民意向調査手続、第2号 市民説明会手続、第3号 市民意見公募手続、第4号 市民会議手続、第5号 審議会等手続

15
印西市子ども読書
活動推進計画

大森図書館

「印西市子ども読書活動推進計画」（第四次）は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」第9条第2項に基
づき、国の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（第四次）及び、「千葉県子どもの読書活動推
進計画（第四次）」を基本として印西市総合計画などの諸計画と整合性を図り、印西市において子ども読書活
動を推進するための計画として策定するもの

周知・募集の方法

工夫したこと

効果が感じられなかった

パブリックコメント実施時に、基本方針の素案の他に、基本方針策定の趣旨と実施要領をまとめた掲示物（文
字を大きくする等）を作成し、多くの市民から意見をいただけるように工夫した。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

課題はあるが、達成できた

パブリックコメントでの意見提出はありませんでしたが、図書館協議会については知識経験を委員としている
ため専門的、多角的な意見を聴取することができた。また、図書ボランティア団体及び学校司書会から意見を
いただきました。


